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（案） 

 

【電子契約用 】  
 

業務委託契約書 
           

           

 

１ 委託業務名： 令和８年度モータースポーツ振興実証イベント総合プロデュース業務

          

２ 履 行 期 間： 契約締結日の翌日 から 

 令和 9 年 3 月 19 日 まで （予定） 

 

３ 業務委託料： ￥〇〇,〇〇〇,〇〇〇-  

（うち取引に係る消費税及び地方消費税の額：￥〇,〇〇〇,〇〇〇-） 

 

４ 契 約 区 分： 概算契約 

 

５ 契約保証金： 業務委託料の１０分の１ 

      

６ 特 約 事 項： な し  

           

 

上記の委託業務について、発注者と受注者とは、おのおの対等な立場における合意に基づ

いて、別添の条項によって公正な委託契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するも

のとする。 

また、受注者は共同企業体を結成している場合には、別紙の共同企業体協定書により契約

書記載の委託業務を共同連帯して履行する。 

本契約の証として本書の電磁的記録を作成し、当事者が合意の後電子署名を行い、それぞ

れ当該電磁的記録を保有する。 

なお、本契約は契約締結の日にちにかかわらず、発注者及び受注者が合意した次に掲げる

日にちから効力を有するものとする。 

 

    令和８年 月 日       
           

発 注 者 沖縄県うるま市みどり町一丁目１番１号   

 うるま市長 中 村  正 人  
           

   

受 注 者 ○○○○○○○○○○○○○ 

 △△△△△△△△△△△△△△△△ 

 □□□□□□□□□□  

  



（案） 

 

【書面契約用 】  
 

業務委託契約書 
           

           

 

１ 委託業務名： 令和８年度モータースポーツ振興実証イベント総合プロデュース業務

          

２ 履 行 期 間： 契約締結日の翌日 から 

 令和 9 年 3 月 19 日 まで （予定） 

  

３ 業務委託料： ￥〇〇,〇〇〇,〇〇〇-  

（うち取引に係る消費税及び地方消費税の額：￥〇,〇〇〇,〇〇〇-） 

 

４ 契 約 区 分： 概算契約 

 

５ 契約保証金： 業務委託料の１０分の１ 

      

６ 特 約 事 項： な し  

           

 

上記の委託業務について、発注者と受注者とは、おのおの対等な立場における合意に基づ

いて、別添の条項によって公正な委託契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するも

のとする。 

また、受注者は共同企業体を結成している場合には、別紙の共同企業体協定書により契約

書記載の委託業務を共同連帯して履行する。 

 

 

    令和８年 月 日       
           

発 注 者 沖縄県うるま市みどり町一丁目１番１号   

 うるま市長 中 村  正 人  印 
           

   

受 注 者 ○○○○○○○○○○○○○ 

 △△△△△△△△△△△△△△△△ 

 □□□□□□□□□□  印 

  



（案） 

 

（契約の目的） 

第１条 発注者（以下「甲」という。）は、別紙業務委託仕様書（以下「仕様書」という。）に

基づき、「令和８年度モータースポーツ振興実証イベント総合プロデュース業務（以下「委

託業務」という。）」の実施を委託し、受注者（以下「乙」という。）はこれを受託するもの

とする。 

 

（仕様書の遵守） 

第２条 乙は、本契約に明記されていると否とを問わず、関係法令諸規則（要綱等を含む。）

を遵守し、仕様書に従って委託業務を実施しなければならない。 

２ 乙は、自らの責任において委託業務を遂行するものとし、第三者の権利処理（第三者が

所有し、又は管理する知的財産権の実施許諾や動産・不動産の使用許可の取得等を含む。）

が必要な場合には乙の費用及び責任で行うものとする。甲の指示により、委託者名を明示

して業務を行う場合も同様とする。 

３ 甲は、委託業務及び成果物に関して、約定の委託金額以外の支払義務を負わない。本契約終

了後の成果物の利用についても同様とする。委託金額には委託業務の遂行に必要な諸経費並び

に消費税及び地方消費税を含む。 

 

（成果物の提出） 

第３条 乙は、委託業務についての成果物（以下、「成果物」という。）を業務完了後、速やか

に甲に提出しなければならない。 

２ 本契約における成果物とは、乙が本業務の遂行に伴い作成した業務報告書や実施報告書

（電子データおよび印刷物を含む）、各種実施マニュアル、その他発注者が指示する一切の

目的物をいう。 

 

（契約保証金） 

第４条 甲は、うるま市契約規則第６条第２項第７号の規定により、本契約に係る乙が納付

すべき契約保証金の納付を全額免除する。 

 

（計画変更等） 

第５条 乙は、実施計画を変更しようとするとき（事業内容の軽微な変更の場合及び支出計

画の区分経費の１０パーセント以内の流用（人件費への流用及び一般管理費への流用を除

く。）の場合を除く。）は、あらかじめ計画変更承認申請書を甲に提出し、その承認を受け

なければならない。 

２ 甲は、前項の承認をする場合には、条件を付すことができる。 

 



（案） 

 

（全部再委託の禁止） 

第６条 乙は、委託業務の全部を第三者に委託してはならない。 

 

（再委託） 

第７条 乙は、再委託（委託業務の一部を第三者に委託することをいう。以下同じ。）しては

ならない。ただし、甲の承認を得た場合は、この限りでない。 

２ 甲は、前項の承認をする場合（再委託先の変更を含む。）には、条件を付すことができる

ものとし、あらかじめ再委託に係る承認申請書を甲に提出しなければならない。 

３ 乙は、再委託する場合には、再委託先にも本契約を遵守させるものとする。再委託先の

行為は乙の行為とみなし、乙は、再委託先の行為について、甲に対し全ての責任を負う。 

４ 乙は、再委託する場合には、乙が本契約を遵守するために必要な事項について再委託先

と書面で約定するとともに、再委託先に対し、再々委託先等（甲が受理した履行体制図記

載の再々委託先及びそれ以下の委託先並びに履行体制図に記載のない再々委託先及びそれ

以下の委託先をいう。以下同じ。）との全ての委託関係において、本契約を遵守するために

必要な事項を書面により約定させるものとする。ただし、再委託先等（再委託先及び再々

委託先等をいう。以下同じ。）のうち履行体制図に記載のない事業者との委託関係にあって

は書面を省略することができる。 

５ 乙は、再委託先等の行為について甲に対して全ての責任を負うものとし、本契約終了後

も有効に存続するものとする。 

 

（債権譲渡の禁止）  

第８条 乙は、本契約によって生じる権利の全部又は一部を甲の承諾を得ずに、第三者に譲

渡し、又は承継させてはならない。ただし、信用保証協会、資産の流動化に関する法律（平

成１０年法律第１０５号）第２条第３項に規定する特定目的会社又は中小企業信用保険法

施行令（昭和２５年政令第３５０号）第１条の３に規定する金融機関に対して債権を譲渡

する場合にあっては、この限りでない。 

２ 乙が本契約により行うこととされた全ての給付を完了する前に、乙が前項ただし書に基

づいて債権の譲渡を行い、乙が甲に対し、民法（明治２９年法律第８９号）第４６７条又

は動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律（平成１０年法律第

１０４号。以下「債権譲渡特例法」という。）第４条第２項に規定する通知又は承諾の依頼

を行う場合には、甲は次の各号に掲げる事項を主張する権利を留保し又は次の各号に掲げ

る異議をとどめるものとする。また、乙から債権を譲り受けた者（以下「丙」という。）が

甲に対し、債権譲渡特例法第４条第２項に規定する通知若しくは民法第４６７条又は債権

譲渡特例法第４条第２項に規定する承諾の依頼を行う場合についても同様とする。 



（案） 

 

（１）丙は、譲渡対象債権について、前項ただし書に掲げる者以外の者への譲渡又は質権の

設定その他債権の帰属又は行使を害することを行わないこと。 

（２）甲は、乙による債権譲渡後も、乙との協議のみにより、納地の変更、委託金額の変更そ

の他契約内容の変更を行うことがあり、この場合、丙は異議を申し立てないものとし、当

該契約の変更により、譲渡対象債権の内容に影響が及ぶ場合の対応については、専ら乙と

丙の間の協議により決定されなければならないこと。 

３ 第１項ただし書の規定に基づいて乙が第三者に債権の譲渡を行った場合においては、甲

が行う弁済の効力は、予算決算及び会計令（昭和２２年勅令第１６５号）第４２条の２の

規定に基づき、甲が同令第１条第３号に規定するセンター支出官に対して支出の決定の通

知を行ったときに生ずるものとする。 

 

（調査職員） 

第９条 甲は、調査職員を置いたときは、その氏名を乙に通知しなければならない。調査職

員を変更したときも、同様とする。 

２ 調査職員は、この契約書の他の条項に定めるもの及びこの契約書に基づく甲の権限とさ

れる事項のうち甲が必要と認めて調査職員に委任したもののほか、仕様書に定めるところ

により、次に掲げる権限を有する。 

（１）甲の意図する成果物を完成させるための乙又は乙の主任担当者に対する業務に関する

指示 

（２）この契約書及び仕様書の記載内容に関する乙の確認の申出又は質問に対する承諾又は

回答 

（３）この契約の履行に関する乙又は乙の主任担当者との協議 

（４）業務の進捗の確認、仕様書の記載内容と履行内容との照合その他この契約の履行状況

の調査 

３ 甲は、２名以上の調査職員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの

調査職員の有する権限の内容を、調査職員にこの契約書に基づく甲の権限の一部を委任し

たときにあっては当該委任した権限の内容を、乙に通知しなければならない。 

４ 第２項の規定に基づく調査職員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなけれ

ばならない。 

５ この契約書に定める書面の提出は、仕様書に定めるものを除き、調査職員を経由して行

うものとする。この場合においては、調査職員に到達した日をもって甲に到達したものと

みなす。 

 

（委託期間の延長） 



（案） 

 

第１０条 乙は、この契約締結後の事情の変化により、期間内に委託業務を遂行することが

困難になったときは、遅滞なくその理由を付して甲へ申し出たうえで、甲乙協議のもと委

託期間の延長を行うことができる。 

 

（委託業務完了報告書の提出）  

第１１条 乙は、委託業務が完了したときは、直ちに、委託業務完了報告書を甲に提出しな

ければならない。 

 

（委託業務完了の検査） 

第１２条 甲は、前条の委託業務完了報告書を受理した日から１０日以内の日（当該期間の

末日が休日（行政機関の休日に関する法律（昭和６３年法律第９１号）第１条第１項各号

に掲げる日をいう。以下同じ。）に当たるときは、当該末日の翌日を当該期間の末日とする。）

又は委託業務の完了期限の末日の属する年度の３月３１日のいずれか早い日までに、完了

した委託業務が本契約の内容に適合するものであるかどうかを検査し、委託業務の完了を

確認しなければならない。 

２ 甲は、前項の確認を行った後に、乙が成果物の引渡しを申し出たときは、直ちに当該納

入物の引渡しを受けなければならない。 

３ 甲は、前項の規定による引渡しの前においても、成果物の全部又は一部を乙の承諾を得

て使用することができる。 

 

（実績報告書の提出） 

第１３条 乙は、実績報告書を第１２条の委託業務完了報告書を提出した日から１０日以内

の日（当該期間の末日が休日に当たるときは、当該末日の前日を当該期間の末日とする。）

又は委託業務の完了期限の末日の属する年度の３月３１日のいずれか早い日までにまでに

甲に提出しなければならない。 

 

（支払うべき金額の確定） 

第１４条 甲は、第１２条第１項の確認及び成果物の引渡しを受けた後、前条の規定により

提出された実績報告書の内容の審査及び必要に応じて現地調査を行い、委託業務の実施に

要した経費の証ひょう、帳簿等の調査により支払うべき金額を確定し、これを乙に通知し

なければならない。支払うべき金額を修正すべき事由が判明した場合も、同様とする。 

 

（検査及び引渡し） 

第１５条 乙は、業務を完了したときは、その旨を甲に通知しなければならない。 



（案） 

 

２ 甲又は甲が検査を行う者として定めた職員（以下「検査職員」という。）は、前項の規定

による通知を受けたときは、通知を受けた日から１０日以内に乙の立会いの上、業務の完

了を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を乙に通知しなければならない。 

３ 甲は、前項の検査によって業務の完了を確認した後、乙が成果物の引渡しを申し出たと

きは、直ちに当該成果物の引渡しを受けなければならない。 

４ 甲は、乙が前項の申出を行わないときは、当該成果物の引渡しを業務委託料の支払の完

了と同時に行うことを請求することができる。この場合においては、乙は、当該請求に直

ちに応じなければならない。 

５ 乙は、業務が第２項の検査に合格しないときは、直ちに修補して甲の検査を受けなけれ

ばならない。この場合においては、修補の完了を業務の完了とみなして前各項の規定を準

用する。 

 

（支払） 

第１６条 乙は、前条の通知を受けた後に、精算払請求書を提出する。この場合において、

甲は、乙から適法な精算払請求書を受理した日から３０日以内の日（当該期間の末日が銀

行等の休日に当たるときは、当該休日の前日を当該期間の末日とする。）までの期間（以下

「約定期間」という。）内に支払を行わなければならない。 

２ 前項の規定に関わらず、乙は委託業務の完了前に委託業務に必要な経費として概算払請

求書を提出することができる。この場合において、甲は、当該請求に対し支払うことが適

当であると判断したときは、委託額の９割を限度して概算払いを行うことができる。 

 

（遅延利息） 

第１７条 甲の責に帰すべき事由により、業務委託料の支払が遅れた場合においては、乙は、

約定期間満了の日の翌日から支払をする日までの日数に応じ、当該未払金額に対し、政府

契約の支払遅延防止等に関する法律（昭和２４年法律第２５６号。以下「支払遅延防止法」

という。）第８条第１項の規定に基づく割合で計算した額の遅延利息の支払を甲に請求する

ことができる。 

 

（差額の返還又は支払） 

第１８条 乙が第１６条第２項の規定により概算払を受領している場合であって、当該概算

払の合計額が確定額を超えている場合には、乙は、甲の指示により、その超える額を甲に

返還しなければならない。 

２ 乙が第１６条第２項の規定により概算払を受領している場合であって、当該概算払の合

計額が確定額に満たない場合には、第１６条第１項を準用する。 



（案） 

 

（契約の解除等） 

第１９条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、催告を要さず本契約を直ちに

解除することができる。この場合、甲は乙に対して業務委託料その他これまでに履行され

た委託業務の対価及び費用を支払う義務を負わない。 

（１）乙が、天災その他不可抗力の原因によらないで、完了期間までに委託業務を完了しな

いとき又は完了期限までに委託業務を完了する見込みがないと甲が認めたとき。 

（２）乙が正当な事由なく解除を申し出たとき。 

（３）本契約の履行に関し、乙若しくは再委託先又はこれらの使用人等に不正行為があった

とき。 

（４）前各号に定めるもののほか、乙が本契約の規定に違反したとき。 

２ 甲は、前項の規定により本契約を解除した場合において、業務委託料の全部又は一部を

乙に支払っているときは、その全部又は一部を期限と定めて返還させることができる。 

３ 甲が委託業務の実施が不可能又は著しく困難になったと判断した時は、委託業務の完了

前に限り、甲は乙に書面で通知し、本契約を直ちに解約することができる。この場合、乙

は速やかに委託業務を中止するとともに、事後処理等につき甲の指示に従うものとする。 

４ 前項に基づく解約の場合には、甲は当該解約によって乙が被った損害につき一切賠償の

責めを負わない。ただし、乙が既に履行済みの部分については、甲は業務委託料のうち相

当と認める金額を、確定した予算の範囲内で乙に支払うものとする。この場合、乙は、甲

の指示に従い既に支出した費用の明細書を提出する等、適正な支払額確定のため甲に協力

するものとする。 

 

（延滞金） 

第２０条 乙は、第１８条第１項又は前条第２項の規定により、甲に確定額を超える額又は

業務委託料の全部若しくは一部を返納する場合であって、甲の定めた期限までに甲に返納

しなかったときは、期限の翌日から支払をする日までの日数に応じ、支払遅延防止法第８

条第１項の規定に基づく割合で計算した額の延滞金を支払わなければならない。 

 

（帳簿等の整備） 

第２１条 乙は、委託金について、その収支を明らかにした帳簿等を整え、かつ、全ての証

拠書類を整備しなければならない。 

２ 乙は、委託業務に従事した時間等を明らかにするため、次の各号の帳簿等を日々作成し

なければならない。 

（１）委託業務に従事した者の出勤状況を証明するに足りる帳簿等 

（２）前号の者ごとにおいて実際に委託業務に従事した時間を証明するに足りる帳簿等 



（案） 

 

３ 乙は、前二項の帳簿等を委託業務の完了の日の属する年度終了後５年間保存しておかな

ければならない。 

 

（財産の管理） 

第２２条 乙は、委託業務の実施により取得した財産（以下「取得財産」という。）について、

委託業務完了後においても善良なる管理者の注意をもって管理し、甲の指示があったとき

はその指示に従って処分しなければならない。 

２ 乙は、取得財産について取得財産管理台帳を備え、委託業務完了後、取得財産明細表を

実績報告書に添付して提出すること。ただし、甲から別に指示があった場合には、その指

示に従わなければならない。 

 

（現地調査等） 

第２３条 甲は、委託業務の実績状況の調査及び支払うべき金額の確定のために必要と認め

るときには、乙に対し報告をさせ、又は所属の職員に乙の事務所、事業場等において委託

業務に関する帳簿類その他の物件を調査させ、若しくは関係者に質問させることができる。 

２ 甲は、再委託先等に対しても、所属の職員に再委託先等の事務所、事業場等において委

託業務に関する帳簿類その他の物件を調査させ、若しくは関係者に質問させることができ

るものとする。この場合において、乙は当該調査等を行うことについて、再委託先等が同

意するように必要な措置をとらなければならない。 

 

（契約不適合責任） 

第２４条 甲は、引き渡された成果物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの

（以下「契約不適合」という。）であるときは、乙に対し、成果物の修補又は代替物の引渡

しによる履行の追完を請求することができる。 

２ 前項の場合において、乙は、甲に不相当な負担を課するものでないときは、甲が請求し

た方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。 

３ 第１項の場合において、甲が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に

履行の追完がないときは、甲は、その不適合の程度に応じて、代金の減額を請求すること

ができる。ただし、次のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の

減額を請求することができる。 

（１）履行の追完が不能であるとき。 

（２）乙が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。 

（３）成果物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しな

ければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行の追完をしないで



（案） 

 

その時期を経過したとき。 

（４）前３号に掲げる場合のほか、甲がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受け

る見込みがないことが明らかであるとき。 

 

（故意又は重過失による過払いがある場合の措置） 

第２５条 甲は、乙の故意又は重過失により業務委託料の過払いが発生していると認めると

きは、乙に対してその事実関係の説明や資料の提出を求める等、事実関係の調査を行うこ

とができる。 

２ 前項に基づく調査の結果、甲が乙の故意又は重過失に起因する過払いがあると判断した

ときは、乙は、甲の要求に従い、甲が指定する期日までに甲に対して委託業務についての

修正実績報告書を提出しなければならない。 

３ 甲は、必要と認める場合には、第１項の調査の結果及び前項の修正実績報告書を踏まえ

て甲が過払いと認める金額につき、乙に対して直ちに返還するよう求めることができる。

この場合、甲は、当該過払い額につき、乙がこれを受領した日の翌日から過払い額の納付

の日までの日数に応じ、支払遅延防止法第８条第１項の規定に基づく割合により計算した

利息を付すことができる。 

 

（乙による公表の禁止） 

第２６条 乙は、甲の許可を得ないで委託業務の内容を公表してはならない。ただし、既に

乙が保有していた情報及び公知である情報についてはこの限りではない。 

 

（個人情報の取扱い） 

第２７条 乙は、甲から預託された個人情報（生存する個人に関する情報であって、当該情

報に含まれる氏名、生年月日その他の記述又は個人別に付された番号、記号その他の符号

より当該個人を識別できるもの（当該情報のみでは識別できないが、他の情報と容易に照

合することができ、それにより当該個人を識別できるものを含む。）をいう。以下同じ。）

については、善良なる管理者の注意をもって取り扱わなければならない。 

２ 乙は、甲から預託された個人情報を取り扱わせる業務を第三者に再委託する場合は、本

条に定める、甲が乙に求めた個人情報の適切な管理のために必要な措置と同様の措置を当

該第三者に求め、かつ当該第三者がそれを遵守することにつき約定しなければならない。 

３ 乙は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、事前に甲の承認を得た場合は、

この限りではない。 

（１）甲から預託された個人情報を第三者（前条に該当する場合を除く。）に提供し、又はそ

の内容を知らせること。 



（案） 

 

（２）甲から預託された個人情報について、本契約の目的の範囲を超えて使用し、複製し、

又は改変すること。 

（３）委託業務に関して自ら収集し、又は作成した個人情報について、甲が示した利用目的

（特に明示がない場合は本契約の目的）の範囲を超えて使用すること。 

４ 乙は、甲から預託された個人情報を取り扱う場合には、責任者等の管理体制、個人情報

の管理の状況についての検査に関する事項等の安全管理に必要な事項について定めた書面

を甲に提出するとともに、個人情報の漏えい、減失、毀損の防止その他の個人情報の適切

な管理（再委託先による管理を含む。）のために必要な措置を講じなければならない。 

５ 甲は、必要があると認めるときは、所属の職員に、乙（再委託先があるときは再委託先

を含む。）の事務所、事業場等において、甲が預託した個人情報の管理が適切に行われてい

るか等について調査をさせ、乙に対し必要な指示をさせることができる。 

６ 乙は、委託業務完了又は契約解除したときは、甲が預託した個人情報を速やかに甲に返

還するとともに、各種媒体に保管されている個人情報については、直ちに復元及び判読不

可能な方法により当該情報を消去又は廃棄しなければならない。ただし、甲が別段の指示

をしたときは、乙はその指示に従うものとする。 

７ 乙は、甲から預託された個人情報の漏えい、滅失、毀損、不正使用、その他本条に違反す

る事実を認識した場合には、直ちに自己の費用及び責任において被害の拡大防止等のため

必要な措置を講ずるとともに、甲に当該事実が発生した旨、並びに被害状況、復旧等の措

置及び本人（個人情報により識別されることとなる特定の個人）への対応等について直ち

に報告しなければならない。また、甲から更なる報告又は何かしらの措置・対応の指示を

受けた場合には、乙は当該指示に従うものとする。 

８ 乙は、甲から預託された個人情報以外に、委託業務に関して自ら収集又は作成した個人

情報については、個人情報の保護に関する法律（平成15年法律第57号）に基づいて取り扱

うこととし、甲が別段の指示をしたときは当該指示に従うものとする。 

９ 乙は、乙又は再委託先の責めに帰すべき事由により、委託業務に関連する個人情報（甲

から預託された個人情報を含む。）の漏えい、滅失、毀損、不正使用、その他本条に係る違

反等があった場合は、これにより甲又は第三者に生じた一切の損害について、賠償の責め

を負う。なお、本項その他損害賠償義務を定める本契約の規定は、本契約のその他の違反

行為（再委託先による違反行為を含む。）に関する乙の損害賠償義務を排除又は制限するも

のではない。  

10 本条の規定は、本契約又は委託業務に関連して乙又は再委託先が甲から預託され、又は

自ら取得した個人情報について、委託業務を完了し、又は解除その他の理由により本契約

が終了した後であっても、なおその効力を有する。 

 



（案） 

 

（著作権等の帰属）  

第２８条 成果物に係る著作権（著作権法第27条及び第28条の権利を含む。）、その他の知的

財産権等及び所有権（本契約締結日現在、乙、乙以外の事業参加者又は第三者の権利対象

となっているものを除く。）は、業務委託料以外の追加支払なしに、その発生と同時に乙か

ら甲に譲渡され、甲単独に帰属する。乙は、甲が求める場合には、譲渡証の作成等、譲渡を

証する書面の作成に協力しなければならない。  

 

（秘密の保持） 

第２９条 乙は、本契約による作業の一切（甲より開示された資料や情報を含む。）について、

秘密の保持に留意し、漏えい防止の責任を負う。 

２ 乙は、本契約終了後においても前項の責任を負う。 

 

（甲による契約の公表） 

第３０条 乙は、本契約の名称、概要、業務委託料、乙の氏名又は名称及び住所等を甲が公

表することに同意する。 

２ 乙は、第７条に基づき再委託する場合には、再委託先の氏名又は名称及び再委託におけ

る契約金額等を甲が公表することについて、再委託先が同意するように必要な措置をとる

ものとする。 

 

（電磁的記録による作成等） 

第３１条 乙は、本契約により作成することとされている申請書等（申請書、報告書、書面

その他文字、図形その他の人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙そ

の他の有体物をいう。）については、甲が指定した場合を除き、当該申請書等に記載すべき

事項を記録した電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識する

ことができない方式で作られた記録をいう。）の作成をもって、当該申請書等の作成に代え

ることができる。この場合において、当該電磁的記録は、当該申請書等とみなす。 

２ 前項の規定により作成した申請書等は、甲の指定する方法により提出しなければならな

い。なお、提出された当該申請書等は、甲の使用に係る電子計算機に備えられたファイル

への記録がされた時に甲に到達したものとみなす。 

（契約書の解釈） 

第３２条 本契約に関する一切の事項については、甲、乙協議の上、書面の合意にていつで

も変更することができる。 

２ 本契約の規定について解釈上疑義を生じた場合、又は契約に定めのない事項については、

甲、乙協議の上決定する。 



（案） 

 

３ 本契約に関する訴えの第一審は、甲の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に専属する。 

 

（情報通信の技術を利用する方法） 

第３３条 この約款において書面により行わなければならないとされている指示等は、法令

に違反しない限りにおいて、電磁的方法を用いて行うことができる。ただし、当該方法は

書面の交付に準ずるものでなければならない。 


